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【足立区地域自立支援協議会本会議】会議概要 

会 議 名 令和２年度 足立区地域自立支援協議会第２回本会議 

事 務 局 
福祉部 障がい福祉センター、障がい福祉課 

衛生部 中央本町地域・保健総合支援課 

開催年月日 令和２年１２月１５日（火） 

開 催 時 間 午後２時００分～午後３時１５分 

開 催 場 所 障がい福祉センター ５階ホール 

出 席 者 別紙のとおり 

欠 席 者 別紙のとおり 

会 議 次 第 
１ 開会 

（１）障がい福祉推進室長挨拶 

（２）委員紹介 

 

２ 議事 

（１） 会長挨拶 

（２） 第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画 中間報告への意

見聴取 

（３） 地域生活支援拠点等の整備（案）について 

（４） 各専門部会開催状況報告（書面配布のみ） 

（５） その他 

 

３ 事務連絡 

（１） 第３回本会議 ３月５日（金）１３時から  

（２） その他 

 

資  料 
 

１ 次第・席次 

２ 地域生活支援拠点等の整備について【資料１】 

３ 各専門部会開催状況・活動計画  【資料２】 

 

様式第１号（第３条関係） 
【公 開 用】 
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（協議経過）
〇進行：二見事務局員  

ただ今より、令和２年度足立区地域自立支

援協議会第２回本会議を開催する。開会に先

立ち、障がい福祉推進室長の杉岡より挨拶い

たします。 

 

１ 開会 

（１）障がい福祉推進室長挨拶 

〇杉岡障がい福祉推進室長  

お忙しいところご出席いただき誠にありが

とうございます。第１回は書面開催となって

いるため、今回が初めてお集りいただいた場

となった。今回は今年度末に作成予定の第６

期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画

についてご意見をいただく。あわせて各部会

で検討いただいた地域生活支援拠点の整備つ

いてもご報告する。地域生活支援拠点の整備

について各障がい者団体や議会からの要望な

どをいただき、今年度中に整備予定と答弁し

ている。短時間ではあるが、各委員の皆様か

らご意見をいただきたい。 

〇進行：二見事務局員  

会議に先立ち、いくつか事務連絡いたしま

す。現在、外壁工事などを実施しており空調

が動かない状況である。寒い場合は事務局に

お声かけいただきたい。 

配布資料確認。第２回本会議次第内に誤字

があった。「中間報告への意見徴収」ではな

く「中間報告への意見聴取」に訂正していた

だきたい。各専門部会開催状況報告も配布し

ているが、本日は書面配布のみのため、後程

ご覧いただきたい。また、事前に足立区第６

期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画、

素案を郵送した。これについて意見をいただ

くが、持っていない方は事務局までお声かけ

ください。 

委員紹介をいたします。自席、着座にてお

手を挙げていただきたい。小澤会長、森委員、

橋本委員、小谷委員、酒井委員は急遽欠席、

森澤委員、小久保委員、名久井委員、新垣委

員、清藤委員、中村委員、江黒委員、蔵津委

員、菊池委員、平賀委員、増田委員、江連委

員、上遠野委員、寺西委員、杉岡委員、小山

委員。 

佐藤委員、日吉委員はまだ到着していない。 

事務局の紹介は開催時間短縮のため割愛する。

ここからの議事については、小澤会長にお願

いいたします。 

 

２ 議事 

（１）会長挨拶 

〇小澤会長  

このような状況の中、対面で開催できたこ

とは大変に貴重であると感じている。今年は

コロナに始まり、コロナに終わるような年。

皆様もご苦労されたと思うが、気が付けば１

２月で今年も終わろうとしている。 

第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福

祉計画は、来年の４月から新計画で施行され

る。ぜひ、いろいろな角度でご意見をいただ

きたい。本日、意見が出なくても、より良い

計画を事務局も含めて考えていただければと

思う。地域生活支援拠点については、３月ま

でに整備し、来年度からこの体制で動くこと

になる。これについても意見をいただく。会

議時間があまり長くできないため、各部会報

告は書面配布のみとさせていただく。みなさ

んから忌憚のない意見をいただければありが

たい。 

 

（２）第６期障がい福祉計画・第２期障がい

児福祉計画 中間報告への意見聴取 

〇小澤会長  

資料をもとに、第６期障がい福祉計画・第

２期障がい児福祉計画の中間報告への意見聴

取について事務局からの説明を受けた後、ご

意見をいただく。 

〇小山委員  

第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福

祉計画について説明する。今回の計画は令和

３年度から令和５年度までの３ヵ年のアクシ

ョンプラン的な個別的計画。第１章から第４

章で構成されている。 

第１章では、第６期障がい福祉計画・第２

期障がい児福祉計画が、区の計画上のどのよ

うな位置付けであるかについて記載している。

様式第２号（第３条関係） 
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基本構想、基本計画からの流れに基づく個別

計画となっている。 

 第２章では、国が示している成果目標を列

挙し、それに対し、区がどのように捉え、ど

のような数値目標を立てていくのかについて

を示している。足立区の障がい者等について

の具体的な取り組みは、１９ページ以降にお

いて各サービスの見込み量や確保のための方

策を記載している。２４ページ以降の第４章

に平成２９年度以降の実質的な数字、取り組

みの結果を示している。数値を伸ばしていく

のか、現状維持をしていくのかを個別に、詳

細に示している。様々な障がいをお持ちの方、

差別解消等の取り組み、あまたの事業や取り

組みが記載されている。 

それぞれ、お気づきの点についてご意見を

いただきたい。意見集約については、素案に

対するパブリックコメントも１２月２５日ま

で実施している。団体、事業所等における意

見として出していただいても良い。いただい

た内容を集約した後、区民の方からの意見と

して１月の厚生委員会と議会で示していく。

地域自立支援協議会や地域保健福祉推進協議

会等で報告し、年度末までに策定する事を指

している。 

〇小澤会長  

今月２５日までパブリックコメント期間と

の事である。本日の段階で意見がまとまらな

い場合や後で気が付くこともあると思うため、

２５日までに意見を出していただきたい。 

素案の概要版も非常にわかりやすい資料と

なっている。こちらを含めて意見をいただい

ても良いかと思う。何か意見があれば出して

ほしい。質問でも結構です。 

〇小谷委員  

医療的ケア児について、来年度から医療的

ケア児コーディネーターの配置について計画

されているが、具体的にどのような計画か伺

いたい。こども部会では東綾瀬保育園試験的

にで始まると伺っている。 

〇小山委員  

現状では平成３０年度からコーディネータ

ー養成研修について、区の福祉職、保育士、

看護師など２名ないし３名程度、受講してお

り、研修修了者数を増やしている。配置につ

いては、現在、医療的ケア児ネットワーク協

議会において、区内１か所とするか、もしく

は複数配置するか等についても意見を賜りな

がら検討している。これらをもとに来年度か

らの効果的な配置を目指し、支援につなげて

いきたい。 

なお、来年度から保育園での医療的ケア児

の入園を開始することに伴い、先行的にコー

ディネーターを配置する予定で考えている。

前半で部分的に動きだしながら、後半で行政

の支援を受けていなかった保護者の方に総合

的なご案内をしていく。 

〇上遠野委員  

現状の体制について補足説明をする。区立

の３園で医療的ケア児の受け入れについて動

いている。来年度からげんき（こども支援セ

ンター）の中で、医療的ケア児のコーディネ

ーター研修を受けた看護師の職員が配属され

る動きが出てきている。来年度から配置人数

は形になっていく状況。 

〇小谷委員  

楽しみにしている。 

〇新垣委員  

公に出す数字としては十分かと思うが、自

立支援協議会で検討する場合、３障がいそれ

ぞれの利用率があると、今後の支援の見立て

や、利用の弱さが見える。３障がいの母数が

違うので数より率が見られると参考になると

思う。公開でなく、協議会の検討の際に３障

がいで共通で使っているサービスについて、

見せてもらえたら。 

〇小澤会長  

何か障がい種別のデータは事務局から示す

ことは可能か。 

〇二見委員  

精神障がい者のサービス利用については、

計画策定にあっての東京都のヒアリングが行

われた。国が、精神障がい者にも対応した地

域包括支援システムの構築の柱建てを作って

いる。特に地域移行支援、地域定着支援、共

同生活援助、自立生活援助の４つの事業につ

いて、精神障がい者の方の利用状況と今後の

目標値について、個別に定めるようにと、東
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京都から意見が出ている。先ほどいただいた

意見も含めて、３障がいをどのように出して

いくか、本計画の策定に向けて、事務局と所

管課と相談しながら進めていきたい。 

〇小澤会長  

障がい種別なしで、トータルの数字で出す

のは、現在の法律体系だとこのような出し方

になる。 

障がいによって違うことは確かなため、可

能であれば種別で出せるものがあれば、検討

がしやすいので宜しくお願いしたい。 

 他、質問意見ありますか？では、今月２５

までに意見をいただくことも含めて次に進み

ます。 

 

（３）地域生活支援拠点等の整備（案）につ

いて【資料１】 

〇小澤会長  

事務局から説明をお願いしたい。 

〇江連委員  

今回、議題に挙げた趣旨として、今後、令

和２年度末までに足立区が地域生活支援拠点

を構築するために、昨年度、くらし部会、相

談支援部会を中心に必要な機能や優先度につ

いて議論していただいたことを含めて報告さ

せていただきたい。本日いただいた意見を踏

まえ、３月の本会議で最終的な案を提示し、

ご承認いただければ、４月からその体制で開

始を考えている。 

まず、地域生活支援拠点とは何かについて。

昨年度の第２回本会議でも、議論の内容を説

明させていただいている。その後、簡単にま

とめた資料を説明する。障がい者の重度化、

高齢化や「親亡き後」を見据え、障がい者の

生活を地域全体で支えるため、在宅生活を支

援するためのサービス提供体制を、足立区の

中で整備することとなっている。 

５つの機能があり、「相談」「緊急時の受

け入れ」「体験の機会・場」「専門的人材の

確保・養成」「地域の体制づくり」の５つと

なっている。 

また、地域生活支援拠点等の国が示す整備

モデルは、面的整備型と多機能拠点型の２つ

である。面的整備型は地域全体を面としてと

らえ、地域の中に５つの機能が備わり、それ

が連携することで各障がい当事者の方の生活

を支援するもの。多機能拠点型は、一つの箱

物を作り、その中に５つの事業を組み合わせ、

拠点の中で支援をするもの。 

区の中で検討するにあたり、優先度が最も

高いものとしては「緊急時受け入れ」となっ

ている。現状できていないとのご意見もいた

だいている。令和２年度４月から、緊急一時

保護事業として、あだちの里、あいのわ福祉

会にご協力いただき、区の委託事業として開

始し、専用の緊急保護の場を設けた。すでに

実施済み。 

優先度２は「専門的人材の確保・養成」。

福祉業界全般で人材が不足しており、区でも

不足していると感じている。障がい福祉セン

ターでは、たん吸引、ガイドヘルパーの研修

を行っている。介護職員研修として社会福祉

協議会が介護職向けの研修を実施している。

しかし、まだまだ障がい分野において人材育

成については力を入れて実施しなくてはと思

っている。 

優先度３は「相談機能」について。相談支

援部会から多くの意見をいただいている。基

幹相談支援センターとして、足立区障がい福

祉センターの自立生活支援室が位置付けられ

ているが、まだ役割が明確ではない。地域の

中でどのような支援体制を組むのか、全体の

支援をどうするのかなど、議論が必要で整え

ていかなくてはいけない。また、主任相談支

援専門員は足立区に２名いる。民間の法人に

いる主任相談支援専門員とどう連携していく

のかも、検討課題にしている。 

優先度４「体験の機会・場」について。足

立区の中では、区の指定管理施設の大谷田グ

ループホームが体験型として位置づけられて

いる。しかし、身体障がい対象の体験型グル

ープホームは未整備のままのため、今後の課

題として挙げている。 

優先度５は「地域の体制づくり」。足立区

では、各障がい、各施設ごとに積み上げてき

たネットワークがある。また、地域自立支援

協議会も平成３０年度からリニューアルをし

て、現体制で皆様のご意見をいただいている。



5 

 

今後も会議の中で、しっかりと地域生活支援

拠点の不足部分についてご議論をいただきな

がら進めていく所存である。 

最後に、資料裏面をご覧いただきイメージ

について説明する。中心に、地域で生活する

障がい当事者の方を５つの機能が取り囲み、

連携をして進めていく。全体調整機能は、基

幹相談支援センターとして位置づけられてい

る障がい福祉センター、加えて、障がい福祉

課、障がい施策推進担当、障がい施設調整担

当が核となり、足立区の障がい施策を推進し

ていく体制づくりをしていきたい。 

本日は、皆様のご議論、ご意見をいただき

たいと思っている。 

〇小澤会長  

地域生活支援拠点については来年の３月ま

でに、少なくとも区市町村で一か所以上の地

域生活支援拠点を整備することになっている。

現在、進行中の第５期障がい福祉計画で決め

られている。３月までに整備を終えておく必

要がある。足立区のようなかなり人口規模の

大きな区では、一般的な市町村ではなく、足

立区なりの取り組みや考え方をしなくてはな

らないため、検討していただいた。 

各専門部会で議論した結果、優先度は「緊

急時の受け入れ」が一番高い。このようなこ

とを念頭におき、区としての地域生活支援拠

点の整備を整理していきたい。いろいろな角

度で様々な意見をいただきたい。 

〇江黒委員  

第６期障がい福祉計画で地域生活支援拠点

について質問させていただいたこともあるた

め、今回このようにまとめてもらい、拝見す

ることができ、とても嬉しく思っている。 

面的整備という形でやると聞いていたが、

足立区は人口も多く、障がい者も多いため、

１つの拠点に集めるのが確かに大変だと思う。

ただ、将来的には拠点を整備しないと、なか

なか難しいと思う。いずれは多機能拠点型を

目指すと伺ったが、初期コストに課題がある

との話も出ている。先立つものがなければ建

物も建たないと思うが、予算額として地域生

活支援事業、障がい福祉サービス等の提供体

制の施設整備費がある。この予算も踏まえ、

いろいろな形で利用できると思う。「いずれ

は作る」ではなく、作ることを目的として、

この予算をどのように充てるかも含め、考え

やっていただかないと、実現的なものが見え

てこない。 

 コロナ禍において、今のところ足立区の福

祉施設で出たのは１件だけだが、このような

ときに相談できるところ、罹った場合に障が

い者を保護するところや病院についても、拠

点を少しでも５期のうちにつめておけば、障

がい児者を守ることができたのではないかと

考えている。障がいの子どもを持つ親として、

地域生活支援拠点の必要性を非常に感じてい

る。いろいろな角度から意見をもらい、どの

ような拠点を作っていくのが足立区としてベ

ストか議論していただきたい。 

専門部会では、災害の話になり地域生活支

援拠点の話ができなかったため、中心におい

て話を進めていかないと、内容が分からなく

なってしまう。ご理解していただいた上で、

話を進めていただければと思う。 

 緊急時の受け入れについても、区の委託で

やっているが、利用が難しい。全然足りない

という意見も保護者から出ている。実際に増

やす予定があるか、お聞きしたい。また、コ

ロナ禍で障がいのある子や保護者が罹った場

合、障がい者を受け入れる病院等があるのか、

足立区がどのようにお考えなのかお聞きした

い。 

〇小澤会長  

質問については２ついただいたかと。１つ

は、面的整備を検討したが、長期的な点も含

め、多機能拠点型も考えなくてはいけないの

ではないかというご意見と、見通しについて

の答えを求めている。もう１つ、緊急時の受

け入れについては、かなり深刻な課題となっ

ているという意見と、どのような対応を考え

ているかという質問が入っていた。事務局か

らお願いしたい。 

〇江連委員  

まず、拠点整備について回答させていただ

く。地域生活拠点については、まだまだ議論

が必要だと考えている。面的整備だけで足立

区が全て対応できるとは思っていない。まず
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は、面的整備型で始めさせていただきたいが、

議論の中で、今後の障がい予測や状態、家族

構成などの精査をさせていただき、一定程度

の拠点が必要かの議論を深めさせていただき

たい。また、場所の確保等もあるが、区とし

ても検討していきたい。 

今後も、皆様の現場の生の声をいただき、

しっかりと吸い上げて整備していきたい。２

３区の中では拠点を作っている区もあるため、

視察も行っていきたいと考えている。 

〇二見委員  

緊急保護事業について。一般的な短期入所

を緊急時に利用していただくことが多いが、

短期入所の支給決定を受けていない方や、短

期入所先での受け入れが難しい方を対象とい

るので、事前に予約をする利用方法は想定し

ていない。そこが、使い方として難しいとい

う印象につながってしまったのではと思う。

「今日の夜どうしよう、明日どうしよう」と

急に困った時に利用する事業。幸い、現時点

では利用がない。 

ただ、これで全て解決できたと考えてはい

ない。施設での短期入所が難しい方もいると

思う。施設保護によらない緊急保護のスタイ

ルは検討を進めていかなくてはならない。 

また、新型コロナウイルスに感染した場合

の障がい児者や、家族が罹患した場合に障が

い児者はどうなるのかについて、衛生部と相

談している。基本的には、ご本人が感染した

場合は、入院対応が基本となる。その方にあ

った支援策については検討している。また、

ご家族が入院した場合、残された障がい児者

の対応についても、現在、具体的な事業につ

いて検討している。報告できる材料が整えば、

皆様にご説明させていただきたい。予算化も

含めて、現在検討している。 

〇小澤会長  

地域生活支援拠点の課題については、非常

に深刻な課題が沢山入っている。第６期障が

い福祉計画において、地域生活支援拠点の進

捗やその他の点検は継続して行うことになっ

ている。今後のあり方については引き続き継

続して検討し、見直しも含めてやっていくと

思う。 

足立区は単一市区町村としては相当大きい。

中野区も担当しているが、足立区は中野区の

２倍の人口規模を考えても、一か所で良いの

かや、エリアや交通事情によっても違うなど、

検討事項は多々ある。次期でも継続して議論

が必要である。 

〇小谷委員  

こどもの障がい以外の障がい者の方、家族

の現状について共有してほしい。 

〇小澤会長  

重度化や高齢化による在宅状況について、

親亡きあとの在宅状況がどうなっているか、

親の会の委員や精神の委員の方、現状報告が

あればお願いしたい。 

〇蔵津委員  

緊急の場合は、一日は見てもらえるが、次

の日から入所する場所が足立区内では難しく、

地方に行っているお子さんが多いと聞く。他

の区の例で、地方に行き、何もやってもらえ

ず、おしゃべりしていた子が全然話せなくな

った。家族も、遠いため面会に行くこともで

きない。同じ足立区で見ていただきたい現状

がある。 

しかし、あいのわ福祉会でもいっぱい。誰

かが亡くならないと入れないというのが、入

所施設の現状。足立区にも新しい施設も作っ

てほしいのが、今の願い。 

〇小谷委員  

不妊治療が増えており、出生時から医療的

ケアが必要なこども増えてきており、施設を

待っている。これから、障がい児を育てる母

たちが安心して子育てできるような環境作り

を、日本社会全体で考えなくてはいけない。

足立区でも考えていただきたい。 

〇名久井委員  

親亡き後は、いつもテーマになる。今の結

論は、相談できる先を沢山つくっておくとい

うことが必要かと思う。経済面は親の責任か

と思う。社会復帰には大変な努力がいる。情

報提供やサポート体制が必要であると思う。 

〇小澤会長  

精神については、身体・知的とまた異なっ

た課題もあり、相談体制がいかに要となるか

を念頭に入れていただきたい。 
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 地域生活支援拠点については、継続審議が

必要。人口６９万を１つの拠点のみと考える

のは、相当大きい規模である。 

〇新垣委員  

足立区の規模を考えると、他区の自立支援

協議会に出ていても、共通しての３障がいの

拠点整備は難しいと思う。足立区も難しいの

はやむを得ないと思う。精神の場合は、地域

包括ケアシステムがあるため、拠点整備とは

別で動いている部分もあるが、３障がいまと

めての拠点整備が難しくても、連携が取れる

体制整備ができるとよいと思う。それぞれの

専門分野が連携して、お互いに何に困ってい

て、どこがサポートできるのかなどを話し合

える場を、拠点整備の一つのサブシステムと

して動かしていただくのが現実的ではないか

と思う。 

 足立区は、資源は医療も福祉もかなりある

と思うが、コーディネートしていく力が十分

ではない。拠点整備と基幹相談支援事業所の

役割が重要。福祉だけでなく、医療もコーデ

ィネートできる基盤作りができると良いと思

う。 

〇小澤会長  

貴重な意見ありがとうございます。他にも

ご意見があれば２５日までにご意見をいただ

ければと思う。足立区ならではの課題もある

ため、委員の皆様で現状を整理していただき、

足立区としてどのような形が一番いいのか、

次年度に向けて専門部会でも継続審議し、仕

組みを構築していってほしい。 

本日の資料は区長確認済のものであるとの

こと。この事に関しては区長も関心を持たれ

ているので、意見をいただきたい。 

 

（４）各専門部会開催状況報告（書面配布の

み）【資料２】 

〇小澤会長  

今回は議事の時間短縮の関係から専門部会

の状況報告については配布資料をご確認いた

だきたい。 

災害対策については検討の必要性がある内

容かと思う。足立区は水害含め、地域課題が

沢山ある。必要に応じ、いろいろな角度で検

討していただきたい。コロナ禍での災害が起

きた場合、複合災害となる。片方では密集を

避けなければならない、一方では密になって

しまう。 

各専門部会では地域生活支援拠点の件も含

めて継続して議論していただきたい。今回の

配布資料についてご意見があれば２５日まで

に事務局お伝えいただきたい。 

 他、追加意見、質問はありますか？ 

 

（５）その他 

〇二見委員  

各委員から議事以外でご質問があれば受け

たい。 

〇寺西委員  

直接の関係はないが、コロナの感染拡大が

続いているが、親子どちらかが感染した場合

にも、個々の事情に応じ、一緒に病院に入っ

たり、ホテル療養をするなど、個別対応をし

ている。全て収束することができている。足

立区の課題としては、コロナ患者を診ること

ができる病院が二つしかない。東京都と協力

し、一番適切な病院に障がいがある方も行け

るようにしている。幸いなことに、重篤にな

った方はいない。障がい児者であっても対応

できているので、ご協力いただきたい、 

施設等で感染が広がると影響が非常に大き

いため、再度、飛沫感染など予防対応をしっ

かりしていただければと思う。 

〇小澤会長  

重要な情報提供ありがとうございました。

幸い、足立区は対応ができており、課題も含

めて触れていただいた。皆様もさらなる注意

をしていただければと思う。今後も、会議の

対面開催が難しい可能性もあるため、ご了解

いただけたらと思う。 

 

３ 事務連絡 

（１）第３回本会議 

〇二見委員  

来年３月５日（金）１３時～障がい福祉セ

ンター５階ホールでの開催を予定している。

今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況

に応じ、区で会議やイベント開催の基準が新
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たに設定された場合は、それに従う。区の整

備が遅れており、ウェブでの開催は現実的で

はない状況である。 

 

（２）その他 

〇二見委員  

本日参加した方で、今後、２週間の間で体

調が悪くなった方がいれば、事務局に連絡し

ていただきたい。 

 必要書類について、過不足があった場合は、

改めてご連絡させていただく。 

 第６期障がい福祉計画、第２期障がい児福

祉計画、地域生活支援拠点の整備、各専門部

会の開催報告等について、２５日までにいた

だいたご質問やご意見はパブリックコメント

と合わせて対応させていただく。それ以降に

ついては、それぞれご相談させていただきな

がら、反映できるものは今後の課題とさせて

いただきたい。何かご意見があれば、事務局

にご連絡いただきたい。 

 これをもちまして、令和２年度足立区地域

自立支援協議会第２回本会議を終了とする。 

 

             

 


